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通常総会および研修会日程 

 

日 時 ： 令和 6年 5月 29日（水） 午後 1時～ 

 

会 場 ： 守山市民ホール（学習室） 

 

1. 開会 

2. 市民憲章の唱和 

3. 老人クラブ物故者への黙祷 

4. 会長挨拶 

5. 表彰 

6. 来賓祝辞 

   ～来賓退席～ 

7. 議事 

（１） 定足数の報告 

（２） 議長選出 

（３） 議事録署名人の指名 

（４） 議案審議 

第 1号議案  令和 5年度守山市老人クラブ連合会事業報告について 

第 2号議案  令和 5年度守山市老人クラブ連合会決算報告について 

第 3号議案  令和 6年度守山市老人クラブ連合会事業計画（案） 

第 4号議案  令和 6年度守山市老人クラブ連合会予算（案） 

第５号議案  守山市老人クラブ連合会会則変更（案） 

 

～休 憩～ 

 

＊研修会 

 演題 ： 「健康教室のごあんない」  コープ滋賀様 

 

９．閉会 
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令和６年度守山市老人クラブ連合会表彰状授与者 

 

《 育成功労表彰 》 

 

＊多年にわたり役員として老人クラブの育成に尽力し、その功績が顕著な者 

 

  小島 良和  勝部老人クラブ 

今井 将幸  岡町 寿会 

  田中 三男  三宅町いきいきクラブ 

 

《 特別功労者表彰 》 

 

＊連合会会長が表彰に値すると認めた人で理事会の承認が得られる人 

 

  中道 ひと美 



月 日 守山市老人クラブ連合会行事 開催場所 参加人数

4 7  監査会  すこやかｾﾝﾀｰ内事務局 3

14  ３役会議  すこやかｾﾝﾀｰ内事務局 4

26  第１回理事会  社協ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ 10

5 15  交通安全研修（VR研修）  守山警察署 12

19  ３役会議  すこやかｾﾝﾀｰ内事務局 4

26  通常総会  守山市民ホール(学習室) 58

31  組織運営部会「広報誌発行」打ち合わせ  すこやかｾﾝﾀｰ内事務局 4

6 23  単位老人クラブ会長会  社協ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ 11

7  社会活動部会「友愛訪問物品選定」  すこやかｾﾝﾀｰ内事務局 3

 社会活動部会「友愛訪問準備」  すこやかｾﾝﾀｰ内事務局 3

6  日帰り研修旅行（甲賀市・湖南市）  大池寺・TOTO工場 32

14  組織運営部会「広報誌校正」  すこやかｾﾝﾀｰ内事務局 5

26  第2回理事会  社協ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ 11

8  社会活動部会「友愛訪問」  各単位老人クラブ 78

9  組織運営部会「広報誌最終校正」  すこやかｾﾝﾀｰ内事務局 5

26  人権・同和教育大会  守山市民ホール他 3

30  組織運営部会「広報誌発行」準備  すこやかｾﾝﾀｰ内事務局 5

9 1  「ｱｸﾃｨﾌﾞｼﾆｱ倶楽部第8号」発行（1300部）  すこやかｾﾝﾀｰ内事務局 -

14  お楽しみライブ事前準備  守山市民ホール小ホール 17

15  お楽しみライブ開催  守山市民ホール小ホール 210

29  高齢者夜間運転講習会  滋賀県運転免許センター 10

10 2  健康推進部会　第１回協議会  すこやかｾﾝﾀｰ内事務局 7

19  スポーツ大会事前準備  運動公園体育館アリーナ 15

20  第45回高齢者スポーツ大会  運動公園体育館アリーナ 156

11  社会活動部会「友愛訪問」準備  すこやかｾﾝﾀｰ内事務局 78

8  高齢社会フォーラム(兵庫県姫路市)  アクリエひめじ 1

14-15  1泊親睦旅行  長野県(横谷温泉) 28

22  滋賀県老人クラブ大会  栗東芸術文化会館さきら 8

23  守山市地域共生大会  守山市民ホール小ホール 4

29  第3回理事会  すこやかｾﾝﾀｰ内事務局 12

12 11  組織運営部「広報誌発行」打ち合わせ  すこやかｾﾝﾀｰ内事務局 4

10～12  グラウンドゴルフ大会  各単老で開催 11単老

1 26  ３役会議  すこやかｾﾝﾀｰ内事務局 4

29  組織運営部会「広報誌校正」  すこやかｾﾝﾀｰ内事務局 4

2 1  第２ブロック連絡調整会議  サントピア水口 2

8  北方領土県民のつどい  ピアザ淡海 5

15  各種団体活動部会  守山市役所防災会議室 2

26  高齢者相互支援活動研修会  長寿社会福祉センター 3

 組織運営部会「広報誌最終校正」  (書類発送にて確認） 5

 組織運営部会「広報誌発行」準備  すこやかｾﾝﾀｰ内事務局 4

3 1  「ｱｸﾃｨﾌﾞｼﾆｱ倶楽部第9号」発行（1300部）  すこやかｾﾝﾀｰ内事務局 -

7  ３役会議  すこやかｾﾝﾀｰ内事務局 4

18  第4回理事会  社協ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ 11
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(第１号議案)

令和５年度守山市老人クラブ連合会事業活動報告

　1.ボランティア清掃活動を各単位クラブで実施  　2.子ども見守り活動(随時)を各単位クラブで実施 

　3.地域の子どもたちとの世代間交流の実施      　4.各専門部会の事業開催にあたり事前会議を実施
その他



(第2号議案)

（収入の部）                                  (単位：円)

（令和5年4月1日～令和6年3月31日）

令和5年度 令和5年度
予算額 決算額

251,800 252,200 400

均等割200円×744＝148,800円

準会員1,000円×17名＝17,000円

12クラブ×1,000円=12,000

会員数744人×100円=74,400

1,970,000 2,032,010 62,010

単位老人クラブ分 368,820円

老人クラブ連合会分 737,268円

　(館外研修補助金 200,000円含む）

事務局職員設置費補助 545,922円

創造推進委員設置  180,000円

2.その他補助金 100,000 200,000 100,000
市社協助成金 50,000円 / 県 老助 成金
30,000円 /ニュースポーツ補助金 20,000
円、学区補助金100,000円

8,700 8,640 -60

活動費助成交付金

86,400×10％＝8,640円

630,000 866,660 236,660

508,855 489,419 -19,436

1.繰　越　金 508,855 489,419 -19,436 令和4年度繰越金

525,000 522,611 -2,389

1.事務収入 5,000 0 -5,000

2.雑　　入 520,000 522,611 2,611 広告協賛料、預金利息等

3,894,355 4,171,540 277,185

4.研修費

5.繰越金

6.雑収入

収入合計

3.交付金

1.県老連交付金 8,700 8,640 -60

2.補助金

1.市補助金 1,870,000 1,832,010 -37,990 

1.市老連会費 165,200 165,800 600

2.県老連会費 86,600 86,400 -200

1.会費

令和5年度守山市老人クラブ連合会一般会計決算

項 目 比較 説　　明
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（支出の部）

　(単位：円)　
令和5年度 令和5年度
予算額 決算額

1,628,000 1,568,970 -59,030

1.賃金 1,460,000 1,456,000 -4,000 事務職員、創造推進員賃金

2.旅費 5,000 5,060 60 役員、事務職員旅費

3.交際費 3,000 0 -3,000 慶弔費等

4.需用費 50,000 31,966 -18,034 事務消耗品費、ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ料

5.役務費 60,000 35,176 -24,824 郵送料等

6.雑費 50,000 40,768 -9,232 市社協会費、会員ｲﾍﾞﾝﾄ保険

80,000 61,291 -18,709

1.総会費 40,000 51,530 11,530 総会開催諸費

2.その他会議費 40,000 9,761 -30,239 会議、監査会等諸費

1,140,000 1,056,226 -83,774

1.指導者研修会費 30,000 0 -30,000

2.研修参加費 1,000,000 1,045,226 45,226 県老連等研修会、館外研修

3.他市町老連クラブ
交流会費

100,000 0 -100,000 交流会開催経費

4.交通安全研修会費 10,000 11,000 1,000 夜間講習VR体験

480,000 384,810 -95,190

1.スポーツ大会費 150,000 97,129 -52,871 各種スポーツ大会諸経費

2.お楽しみライブ大会費 100,000 132,260 32,260 お楽しみライブ開催経費

3.講習会費 20,000 0 -20,000

4.広  報  費 180,000 128,052 -51,948 広報誌発行印刷費等

5.友愛活動費 30,000 27,369 -2,631 友愛訪問活動経費

466,600 555,220 88,620

1.県老連負担金 86,600 86,400 -200
県老連会費 12 ｸ ﾗ ﾌ ﾞ× 1,000円＝

12,000円/744名×100円＝74,400円

2.単老助成金 380,000 468,820 88,820 12単位老人クラブ,河西学区助成

99,755 55,604 -44,151

1.予備費 99,755 55,604 -44,151

繰越金 0 489,419 489,419

3,894,355 4,171,540 277,185

項 目

6.予備費

説　　明

1.総務費

2.会議費

比較

支出合計

4.事業費

5.負担金及び交付金

3.研修費
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収入合計 4,171,540 円

支出合計　 3,682,121 円

収支残高　 489,419 円 令和6年度繰越額

令和6年3月31日

上記の通り報告します。

守山市老人クラブ連合会会長 石田　建藏

守山市老人クラブ連合会会計 松山　茂
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（収入の部）  (単位：円)

本年度
予算額

350,004 積立金（利息2円含む）

0

350,004　　　　　　　収　入　合　計

　繰　越　金

令和5年度守山市老人クラブ連合会積立金（案）

項 目 説　明

積立金
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会 計 監 査 報 告 

 

 会則第９条第５項の規定に基づき、令和 6年 4月 10日守山市老人クラブ連合 

 

会事務局において、令和 5年度守山市老人クラブ連合会の一般会計、積立金会 

 

計について証拠書類および帳簿等会計書類の提出を求め、その内容を詳細に審 

 

査した結果、正確かつ適正に処理されていることを認めます。 

 

 

令和 6年 4月 10日 

 

守山市老人クラブ連合会 

監事  吉川 永治 

 

監事  寺田 義治 



月 日 守山市老人クラブ連合会行事 日 県老連等関係行事

4 8  3役会議 16  事務局・担当者会議

10  監査 （県長寿社会福祉ｾﾝﾀｰ）

22  3役会議

24  第1回理事会

5 17  3役会議 23  第2ブロック調整会議

29  通常総会(守山市民ﾎｰﾙ学習室)

 3部会新役員協議：組織運営部会

 　　　　　　　 ：社会活動部会

 　　　　　　　 ：健康推進部会

6 21  単位老人ｸﾗﾌﾞ会長会 27  近畿ﾌﾞﾛｯｸｸﾗﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ研修会

 組織運営部会「広報誌発行協議」 　　　　（県長寿社会福祉ｾﾝﾀｰ）

7 11  日帰り研修旅行（醒ケ井方面） 18  創造推進委員会議、ﾆｭｰｽﾎﾟｰﾂ講習会

26  第2回理事会 　　　　　（県長寿社会福祉ｾﾝﾀｰ）

「ｱｸﾃｨﾌﾞｼﾆｱ倶楽部10号」発行  

 組織運営部会「広報誌校正協議」

 社会活動部会「友愛訪問物品選定」

 社会活動部会「友愛訪問準備」

8 1～31  社会活動部会「友愛訪問」

 社会活動部会「お楽しみﾗｲﾌﾞ計画」

 組織運営部会「広報誌最終校正」

9 「ｱｸﾃｨﾌﾞｼﾆｱ倶楽部第11号」発行

13  高齢者お楽しみﾗｲﾌﾞ(守山市民ﾎｰﾙ小ﾎｰﾙ)

 健康推進部会「ｽﾎﾟｰﾂ大会」計画

10 24  ｽﾎﾟｰﾂ大会事前準備

25  第46回高齢者ｽﾎﾟｰﾂ大会(市民体育館)

 健康推進部会「GG大会」計画

11 7～8  1泊親睦旅行（淡路島） 13  第63回滋賀県老人ｸﾗﾌﾞ大会

 社会活動部会「友愛訪問物品選定」 (栗東文化芸術会館さきら）

 社会活動部会「友愛訪問準備」 20  第53回全国老人ｸﾗﾌﾞ大会

 GG大会 　　　　　　　　　（神奈川県内）

12 1～31  社会活動部会「友愛訪問」

9  第3回理事会

 組織運営部会「広報誌発行協議」

1  組織運営部会「広報誌校正協議」

2  組織運営部会「広報誌最終校正」 12  高齢者相互支援活動研修会

（県長寿社会福祉ｾﾝﾀｰ）

2024「北方領土の日」県民のつどい

3 「ｱｸﾃｨﾌﾞｼﾆｱ倶楽部第12号」発行

19  第4回理事会

 連合会会長会議

・各部会の開催にあたり、順次協議する

・広報誌の広告掲載のお願い

（第３号議案）

令和６年度守山市老人クラブ連合会事業活動計画（案）

その他
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(第4号議案)

（収入の部）

 (単位：円)

令和5年度 令和6年度
決算額 予算額

489,419 489,419 0

1.繰　越　金 489,419 489,419 0 前年度繰越金

252,200 230,300 △ 21,900

均等割 200円×631名＝126,200円

準会員1,000円×30名＝30,000円

11クラブ×1,000円＝ 11,000円

会員数631人×100円＝63,100円

2,032,010 2,000,000 △ 32,010

福祉事業費補助金   376,200円

事務局職員設置費補助  545,922円

創造推進委員設置　 180,000円　 等

2.その他補助金 200,000 200,000 0

市社協助成金 50,000円 ／ 県助成

金 30,000円 ／ﾆｭｰｽﾎﾟｰﾂ補助金

20,000円／県介護予防活動支援事

業 100,000円

8,640 7,490 △ 1,150

活動費助成交付金

74,900×10％＝7,490 円

866,660 990,000 123,340 研修費 33,000×30名

522,611 525,500 2,889

1.雑　　入 522,611 525,500 2,889 広告協賛料、預金利息等

4,171,540 4,242,709 71,169

説　　明

2.会費

1,832,0101.市補助金 1,800,000 △ 32,010

項 目 比　較

156,200 △ 9,600

2.県老連会費 86,400 74,100 △ 12,300

5.研修費

令和6年度守山市老人クラブ連合会一般会計予算（案）

1.前年度繰越金

6.雑収入

収入合計

4.交付金

1.県老連交付金 8,640 7,490 △ 1,150

3.補助金

1.市老連会費 165,800

10



（支出の部） 　(単位：円)　

令和5年度 令和6年度
決算額 予算額

1,568,970 1,628,000 59,030

1.賃金 1,456,000 1,460,000 4,000 事務職員、創造推進員賃金

2.旅費 5,060 5,000 △ 60 役員、事務職員旅費

3.交際費 0 3,000 3,000 慶弔費等

4.需用費 31,966 50,000 18,034 事務消耗品費

5.役務費 35,176 60,000 24,824 郵送料、インターネット使用料、保険代

6.雑費 40,768 50,000 9,232 市社協会費

61,291 80,000 18,709

1.総会費 51,530 50,000 △ 1,530 総会開催諸費

2.その他会議費 9,761 30,000 20,239 会議、監査会等諸費

1,056,226 1,085,000 28,774

1.指導者研修会費 0 20,000 20,000 講師謝礼参加記念品等

2.研修参加費 1,045,226 1,000,000 △ 45,226 県老連等研修会、館外研修

3.他市町老連クラブ
交流会費

0 50,000 50,000 交流会開催経費

4.交通安全研修会費 11,000 15,000 4,000 講師謝礼参加記念品等

384,810 475,000 90,190

1.スポーツ大会費 97,129 130,000 32,871 各種スポーツ大会諸経費

2.お楽しみライブ大会

費
132,260 150,000 17,740 お楽しみライブ開催経費

3.講習会費 0 10,000 10,000

4.広  報  費 128,052 150,000 21,948 広報誌発行印刷費等

5.友愛活動費 27,369 35,000 7,631 友愛訪問活動経費

555,220 424,100 △ 131,120

1.県老連負担金 86,400 74,100 △ 12,300
県老連会費11ｸﾗﾌﾞ×１ ,000円＝

11,000円 ／ 会員数631名×100円
＝63,100

2.単老助成金 468,820 350,000 △ 118,820

545,023 550,609 5,586

1.予備費 55,604 550,609 495,005

2.繰越金 489,419 0 △ 489,419

4,171,540 4,242,709 71,169

項 目

6.予備費

比　較 説　　明

1.総務費

2.会議費

支出合計

4.事業費

5.負担金及び交付金

3.研修費
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（収入の部）

（単位：円）

本年度
予算額

350,004  積立金  (利息２円含む）

100,000

2

450,006

令和６年度守山市老人クラブ連合会積立金（案）

説　明

　繰　越　金

収　入　合　計

積立金

項 目

利息
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（第５号議案） 守山市老人クラブ連合会会則変更（案）について 

 

変更前    変更後 

第７条 会長は、理事会において全会員の中から選

出し、総会において承認する。 
→ 

第７条 会長は、理事会において全会員の中（準会員

含む）から選出し、総会において承認する。 

第７条４項 監事は、理事会において会員の中から 

選出する。 
→ 

第７条４項 監事は、理事会において会員（準会員含

む）の中から選出する。 

第２３条 理事会は、理事の３分の１以上の出席がな

ければ、議事を開き議決することができない。 
→ 

第２３条 理事会は、理事の２分の１以上の出席がな

ければ、議事を開き議決することができない。 

この会則は、令和２年５月２２日から施行 → この会則は、令和６年 5月２９日から施行 
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守山市老人クラブ連合会 研修会 

 

演題 「 健康教室のごあんない 」 コープ滋賀 様 


